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 申請者 各位 
 

宇都宮市農業再生協議会 
会 長  横松 久夫  

                                (会長印省略) 
 

収入減少影響緩和交付金の積立て申請に係る 
米穀の出荷・販売契約数量等報告書の提出について（依頼） 

 

 標記の件について，収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）の加入申請に当たり，

令和４年度より新たに提出が必要となった書類として「収入減少影響緩和交付金の積

立申請に係る米穀の出荷・販売契約数量等報告書」をお送りします。 
つきましては，別紙「出荷・販売契約数量等報告書の記入にあたって」の内容を御

確認の上，必要事項を御記入いただき，関係書類を提出願います。 
提出期限まで短期間となってしまい申し訳ありませんが，以下の期日までに提出を

お願いいたします。 
 

記 
 
１．提出書類 

  ①収入減少影響緩和交付金の積立申請に係る米穀の出荷・販売契約数量等報告書 

※ ナラシの対象となる主食用米・備蓄米・醸造玄米の数量を，出荷・販売先

ごとに記入願います。 

 

  ②集出荷業者との米穀の出荷・販売契約書の写し 

※ 宇都宮農業協同組合への出荷分につきましては，後日，農協より関東農政

局へ一括で報告するため，契約書の写しは不要となります。 

※ 出荷先に関わらず，①の報告書の提出は必須となります。 

 

２．提出方法 

   同封の返信用封筒にて郵送願います。（切手不要） 

 

３．提出期限 

  令和４年６月２７日（月） 

  
 
 
 

【問合せ先】 
宇都宮市農業再生協議会事務局（宇都宮市経済部農林生産流通課内） 
担当：関口 
TEL：６３２－２４５８  FAX：６３９－０６１８ 


